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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 簡 易 専 用 水 道 の 適 正 な 管 理 運 営 を は か る た め 、 水

道 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ７ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。）、 同 法 施 行 令

（ 昭 和 ３ ２ 年 政 令 第 ３ ６ ６ 号 ）、同 法 施 行 規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 厚 生 省 令 第

４ ５ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）及 び 宇 部 市 水 道 局 給 水 装 置 等 の 設 計 施

工 事 務 取 扱 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 簡 易 専 用 水 道 の 事 務 取 扱 及 び 指

導 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 衛 生 的 で 安 全 な 水 の 供 給 を 確 保 し 、 も

っ て 公 衆 衛 生 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 施 設  

    法 第 ３ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 簡 易 専 用 水 道 を い う 。 た だ し 、 事 業

用 、 消 防 用 等 の 目 的 で 設 け ら れ る も の で 全 く 飲 用 に 供 さ れ る こ と

の な い も の 及 び 船 舶 、 航 空 機 等 に 設 置 さ れ る も の を 除 く 。  

（ ２ ） 有 効 容 量  

    水 の 供 給 を 受 け る た め に 設 け ら れ る 水 槽 に お い て 適 正 に 利 用 可

能 な 容 量 を い い 、 最 高 水 位 と 最 低 水 位 と の 間 に 貯 留 さ れ る も の を

い う 。  

（ ３ ） 設 置 者  

    施 設 を 所 有 し て い る 者 を い う 。  

（ ４ ） 登 録 検 査 機 関  

    法 第 ３ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 厚 生 労 働 大 臣 の 登 録 を 受 け

た 検 査 機 関 を い う 。  

（ 水 槽 の 有 効 容 量 ）  

第 ３ 条  有 効 容 量 の 算 定 は 、 別 紙 「 有 効 容 量 の 算 定 方 法 」 に よ る も の と

す る 。  

（ 施 設 の 把 握 ）  

第 ４ 条  宇 部 市 水 道 事 業 管 理 者 （ 以 下 、「 管 理 者 」 と い う 。） は 、 施 設 の

設 置 状 況 を 、 簡 易 専 用 水 道 の 設 置 状 況 調 査 表 （ 別 表 第 １ ） に よ り 把 握

す る も の と す る 。 な お 、 管 理 者 は 宇 部 市 水 道 条 例 第 ２ ３ 条 の ２ の 規 定



に 基 づ き 、 貯 水 槽 水 道 設 置 者 に 対 し 、 管 理 に 関 し て 指 導 ・ 助 言 等 を 行

う も の と す る 。  

（ 届 出 ）  

第 ５ 条  設 置 者 は 、 施 設 を 設 置 し 、 ま た は 変 更 す る 場 合 に は 、 簡 易 専 用

水 道 設 置 届 （ 第 １ 号 様 式 ） ま た は 簡 易 専 用 水 道 変 更 届 （ 第 ２ 号 様 式 ）

を 管 理 者 に 届 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  設 置 者 は 、 施 設 を 廃 止 し た 場 合 は 、 簡 易 専 用 水 道 廃 止 届 （ 第 ３ 号 様

式 ） を 管 理 者 に 届 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 簡 易 専 用 水 道 台 帳 ）  

第 ６ 条  管 理 者 は 、 施 設 の 維 持 管 理 に つ い て 適 正 な 指 導 を 行 う た め 、 第

４ 条 及 び 第 ５ 条 に よ り 簡 易 専 用 水 道 台 帳 （ 第 ４ 号 様 式 。 以 下 「 台 帳 」

と い う 。）を 整 備 す る と と も に 、管 理 者 に よ る 立 入 検 査 の 実 施 状 況 等 を

台 帳 に 記 載 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 施 設 の 維 持 管 理 及 び 定 期 検 査 ）  

第 ７ 条  設 置 者 は 、 施 設 の 管 理 及 び 定 期 検 査 に つ い て 、 次 に よ り 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 施 設 の 管 理 に つ い て は 、 規 則 第 ５ ５ 条 に 定 め る 管 理 基 準 に 従 う

と と も に 、 次 の 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

  ア  施 設 の 配 置 及 び 系 統 を 明 ら か に し た 図 面 、並 び に 管 理 記 録 簿（ 第

５ 号 様 式 ） な ど を 備 え 保 存 す る こ と 。   

  イ  給 水 栓 に お け る 色 度 、 濁 度 、 残 留 塩 素 の 有 無 に つ い て 必 要 に 応

じ 検 査 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 施 設 の 定 期 検 査 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 従 い 行 う こ と 。  

ア  規 則 第 ５ ６ 条 の 規 定 に 基 づ き １ 年 以 内 ご と に １ 回 と す る 。  

イ  「 簡 易 専 用 水 道 の 管 理 に 係 る 検 査 の 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定

め る 告 示 に つ い て 」（ 厚 生 労 働 省 告 示 第 ２ ６ ２ 号 ）に よ り 行 う こ と 。 

２  前 項 の 施 設 の 定 期 検 査 が 実 施 さ れ て い な い 事 が 判 明 し た 場 合 、 管 理

者 は 、 当 該 施 設 の 設 置 者 に 対 し 、 簡 易 専 用 水 道 の 定 期 検 査 実 施 通 知 書

（ 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 定 期 検 査 を 受 検 す る よ う 通 知 す る も の と す る 。  

（ 検 査 結 果 の 報 告 等 ）  

第 ８ 条  登 録 検 査 機 関（ 以 下「 検 査 機 関 」と い う 。）が 行 う 定 期 検 査 の 検

査 事 項 及 び 判 定 の 基 準 は 、 別 表 第 ２ に よ る も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、 検 査 の 結 果 、 衛 生 上 特 に 問 題 が あ る と 認 め ら れ た 施 設 に

つ い て は 、 次 の 措 置 を と る よ う 検 査 機 関 に 対 し て 、 依 頼 す る こ と が で

き る 。  

（ １ ） 設 置 者 に 対 し 、 管 理 者 に 衛 生 上 特 に 問 題 が あ る 旨 を 報 告 す る こ

と 。  

（ ２ ） 設 置 者 に 対 し 、 速 や か に 適 切 な 対 策 を 講 じ る こ と 。  



（ 立 入 検 査 ）  

第 ９ 条  管 理 者 は 、 設 置 者 ま た は 検 査 機 関 か ら 衛 生 上 特 に 問 題 が あ る と

し て 通 報 が あ っ た 場 合 等 施 設 の 管 理 の 適 正 を 確 保 す る た め に 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 立 入 検 査 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 立 入 検 査 は 、 簡 易 専 用 水 道 検 査 記 録 表 （ 第 ７ 号 様 式 ） に よ り

実 施 す る も の と し 、 立 入 検 査 の 結 果 、 改 善 を 要 す る 不 良 事 項 が あ っ た

場 合 は 、 設 置 者 に 対 し て 期 間 を 定 め て 必 要 な 措 置 を 行 う よ う 指 導 す る

も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年

法 律 第 ２ ０ 号 、以 下「 建 築 物 衛 生 法 」と い う 。）が 適 用 さ れ て い る 施 設

の 定 期 検 査 に つ い て は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 判 定 基 準 を 満 た す か 否 か に

つ い て 作 成 し た 書 類 及 び 建 築 物 衛 生 法 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 帳 簿 書 類 の

提 出 に よ る 書 類 検 査 と す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に よ る 場 合 、別 表 第 ２ に 係 る 書 類 の 書 式 に つ い て は 、「 建 築 物 衛

生 法 の 適 用 が あ る 簡 易 専 用 水 道 の 設 置 者 に よ っ て 提 出 さ れ る 書 類 の 様

式 」（ 第 ８ 号 様 式 ） を 標 準 と す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 簡 易 専 用 水 道 取 扱 要 領 の 廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 簡 易 専 用 水 道 取 扱 要 領 （ 平 成 ２ ６ 年 上 下 水 道 局 要

領 ） は 、 廃 止 す る 。  

３ （ 経 過 措 置 ）  

こ の 要 領 の 施 行 前 に 宇 部 市 上 下 水 道 局 簡 易 専 用 水 道 取 扱 要 領 の 規 定

に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 き そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 要 領 の 相 当 規 定 に

よ り な さ れ た も の と み な す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙  

「 有 効 容 量 の 算 定 方 法 」  

 

1  最 高 水 位 及 び 最 低 水 位 は 、設 計 図 等 に 記 載 さ れ た も の を 確 認 し 、次 に

よ り 定 め る 。  

（ 1） 最 高 水 位 は 、 貯 水 槽 の 定 水 位 装 置 に よ っ て 決 定 さ れ る ハ イ ウ ォ ー

タ ー レ ベ ル （ H.W.L） の 水 位 と す る 。  

（ 2）最 低 水 位 は 、貯 水 槽 内 に あ る 揚 水 管 の 吸 込 管 端 か ら 揚 水 管 径 の 1 .5

倍 上 部 の 水 位 と す る 。  

2 2 以 上 の 水 槽 を 有 す る 場 合 等 の 有 効 容 量 は 、 次 に よ り 算 定 す る 。  

（ 1） そ れ ぞ れ の 貯 水 槽 に 係 る 給 水 系 統 が 相 互 に 連 絡 さ れ て い な い 場 合

（ 図 － 1）  

 

（ 図 － 1）  
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  そ れ ぞ れ の 貯 水 槽 に 係 る 給 水 系 統 が 個 々 の 独 立 し た 簡 易 専 用 水 道 で あ

り 、 有 効 容 量 は そ れ ぞ れ に つ い て V1 及 び V2 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 2）そ れ ぞ れ の 貯 水 槽 に 係 る 給 水 系 統 が 相 互 に 連 結 さ れ て い る 場 合（ 図

－ 2）  

 

（ 図 － 2）  
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 有 効 容 量 は 、 V1＋ V2 と す る 。  

 

（ 3） そ れ ぞ れ の 貯 水 槽 が 相 互 に 連 絡 さ れ て い る 場 合 （ 図 － 3、 図 － 4）  

 

（ 図 － 3）  
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 有 効 容 量 は 、 V1＋ V2 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 図 － 4）  
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 有 効 容 量 は 、 V1＋ V2＋ V3 す る 。  

 

（ 4） 消 防 用 等 飲 用 以 外 の 目 的 に 設 置 さ れ た 水 槽 と 飲 用 に 供 す る 水 槽 が

連 絡 さ れ て い る  

  場 合 （ 図 － 5）  

 

 

 

 

 

（ 図 － 5）  
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V1＝ 消 防 用 等  

                                 

V2＝ 飲 用  

                                   

 有 効 容 量 は 、 V1＋ V2 と す る 。  


